
支援センターかみじ荘  

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント重要事項説明書  

 

１  事 業 所 の 概 要  

事 業 者 名  社 会 福 祉 法 人  羽 黒 百 寿 会  

事 業 者 所 在 地  鶴 岡 市 羽 黒 町 手 向 字 薬 師 沢 198 番 地 3 

代 表 者 氏 名  理 事 長  齋 藤  敬  

事 業 所 名  支 援 セ ン タ ー か み じ 荘  

事 業 所 所 在 地  鶴 岡 市 羽 黒 町 手 向 字 薬 師 沢 198 番 地 3 

事 業 所 指 定 番 号  0673000048  

管 理 者  庄 司  優 花  

連 絡 先  0235 -62-2026  

開 設 年 月 日  令 和 6 年 10 月 1 日  

事 業 所 の 目 的  介 護 保 険 法 に 基 づ く 介 護 予 防 支 援 を 提 供 し ま す 。  

事 業 所 の 運 営 方 針  
利 用 者 の 意 欲 ・ 能 力 を 引 き 出 し 、 自 立 し た 生 活 を

支 援 し ま す 。  

通 常 の 事 業 の  

実 施 地 域  
羽 黒 地 域  

営 業 日 及 び  

営 業 時 間  

営 業 日 ： 月 曜 日 ～ 金 曜 日  

た だ し 、 祝 祭 日 、 年 末 年 始 (12 月 29 日 か ら 1 月 3

日 ま で )を 除 く  

営 業 時 間 ： 8： 30～ 17： 15 

 

 



２  事 業 所 の 職 員 体 制 等  

職 種  人 員  職 務 内 容  

管 理 者  １ 名 （ 兼 務 ）  
職 員 管 理 、 利 用 申 し 込 み に 係 る 調 整  

業 務 実 施 状 況 把 握   

介 護 支 援 専 門 員   
常 勤  3 名  介 護 予 防 支 援 、  

介 護 予 防 マ ネ ジ メ ン ト 業 務  非 常 勤  １ 名  

 

３  提 供 内 容  

 (1)介 護 予 防 支 援 ・ 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の 申 込 み と 契 約 の 締 結  

   重 要 事 項 説 明 書 に つ い て 、 内 容 を 確 認 の 上 、 契 約 を 締 結 し 、 ま た 、

所 定 の 書 類 を 市 へ 届 け 出 ま す 。  

(2)状 態 の 把 握 と 計 画 原 案 の 作 成  

  認 定 調 査 の 結 果 、 主 治 医 意 見 書 や チ ェ ッ ク リ ス ト 等 を も と に 、 担 当

の 職 員 が 利 用 者 や そ の 家 族 と 面 接 し た 上 で 、 抱 え て い る 問 題 点 や 解 決

す べ き 課 題 を 分 析 し 、 必 要 な 支 援 を 計 画 原 案 と し て 作 成 し ま す 。 な お 、

そ の 際 、 計 画 原 案 に 位 置 付 け る 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所 に つ い て 、 利

用 者 は 複 数 の 事 業 所 の 紹 介 を 求 め る こ と が で き る と と も に 、 当 該 事 業

所 を 計 画 原 案 に 位 置 付 け た 理 由 を 求 め る こ と が で き ま す 。  

(3)サ ー ビ ス 担 当 者 会 議 の 開 催 と 計 画 書 の 交 付  

  利 用 者 及 び そ の 家 族 等 の 参 加 の 上 、 サ ー ビ ス 事 業 所 等 の 担 当 者 と 計

画 原 案 を 検 討 ・ 調 整 す る サ ー ビ ス 担 当 者 会 議 を 開 催 し ま す 。  

   利 用 者 の 希 望 や 心 身 の 状 況 等 を 考 慮 し 、 計 画 原 案 の 目 標 と そ の 達 成

時 期 、 サ ー ビ ス の 種 類 、 内 容 、 利 用 料 金 等 に つ い て 利 用 者 及 び そ の 家

族 に 説 明 し 、 利 用 者 の 同 意 を 得 て 決 定 し 、 利 用 者 に 交 付 し ま す 。  

 (4)介 護 予 防 サ ー ビ ス の 提 供 と 状 況 の 把 握 （ モ ニ タ リ ン グ ）  

   計 画 に 位 置 付 け た サ ー ビ ス が 、 サ ー ビ ス 事 業 所 等 よ り 提 供 さ れ ま す 。

計 画 の 実 施 状 況 の 把 握 （ 以 下 「 モ ニ タ リ ン グ 」 と い う 。 ） に 努 め 、 定

期 的 に 評 価 を 行 い 、 必 要 に 応 じ て 計 画 を 変 更 し ま す 。  

   な お 、 モ ニ タ リ ン グ に あ た っ て は 、 利 用 者 及 び そ の 家 族 、 サ ー ビ ス

事 業 所 等 と の 連 絡 を 継 続 的 に 行 う こ と と し 、 特 段 の 事 情 が な い 限 り 、

次 の と お り 実 施 し ま す 。  

①  サ ー ビ ス の 提 供 状 況 や 利 用 者 の 状 態 等 に 関 す る 報 告 を 少 な く と

も １ 月 に １ 回 、 サ ー ビ ス 事 業 所 等 の 担 当 者 か ら 聴 取 し ま す 。  

②  少 な く と も ３ 月 に １ 回 や 利 用 者 の 状 況 に 著 し い 変 化 が あ っ た 場

合 等 は 、 利 用 者 の 居 宅 を 訪 問 し 、 利 用 者 と 面 接 し ま す 。  



③  １ 月 に １ 回 、 訪 問 又 は 電 話 等 の 方 法 に よ り 、 介 護 予 防 サ ー ビ ス

計 画 の 実 施 状 況 に つ い て 利 用 者 に 確 認 を 行 い 、 そ の 結 果 を 記 録

し ま す 。  

 

４  利 用 料 金  

 (1) 介 護 予 防 支 援 及 び 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト に つ い て は ， 原 則 と し  

  て 利 用 者 の 負 担 は あ り ま せ ん 。  

 (2) 事 業 所 の 担 当 地 域 を 超 え る 地 域 に 訪 問 ・ 出 張 す る 必 要 が あ る 場 合 に  

  は ， そ の 交 通 費 （ 実 費 ） の 支 払 い が 必 要 と な り ま す 。  

 

＜ 料 金 体 制 ＞  

種 類  単

位  

利 用 料  サ ー ビ ス 種 類  

介 護 予 防 支 援 費 Ⅰ  442 4,420 円  介 護 予 防 訪 問 看 護  

介 護 予 防 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン  

介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与  

介 護 予 防 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン  

介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護  等  
介 護 予 防 支 援 費 Ⅱ  472 4,720 円  

原 則 的 な 介 護 予 防  

ケ ア マ ネ ジ メ ン ト A  

(ケ ア マ ネ ジ メ ン ト A)  

442 4,420 円  訪 問 介 護 ・ 訪 問 型 サ ー ビ ス A  

通 所 介 護 ・ 通 所 型 サ ー ビ ス A  

 

簡 素 化 し た 介 護 予 防  

ケ ア マ ネ ジ メ ン ト B  

(ケ ア マ ネ ジ メ ン ト B)  

221 2,210 円  【 住 民 主 体 型 サ ー ビ ス B】  

 訪 問 型 サ ー ビ ス B  

 通 所 型 サ ー ビ ス B  

初 回 の み の 介 護 予 防  

ケ ア マ ネ ジ メ ン ト C  

(ケ ア マ ネ ジ メ ン ト C)  

442 4,420 円  【 短 期 集 中 予 防 サ ー ビ ス 】  

 訪 問 型 サ ー ビ ス C  

 通 所 型 サ ー ビ ス C  

※  介 護 予 防 支 援 費 Ⅰ ・ ケ ア マ ネ ジ メ ン ト A・ ケ ア マ ネ ジ メ ン ト B・ ケ ア マ

ネ ジ メ ン ト C は 、 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー が 利 用 者 に 対 し て 介 護 支 援 を

行 う 場 合 に 算 定 し ま す (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 の サ ー ビ ス

の み を 利 用 さ れ た 場 合 に 算 定 し ま す )。  

※  介 護 予 防 支 援 費 Ⅱ は 、 指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 が 利 用 者 に 対 し て 介 護

支 援 を 行 う 場 合 に 算 定 し ま す (当 事 業 所 は 介 護 予 防 支 援 費 Ⅱ を 算 定 し

ま す )。  



＜ 加 算 体 制 ＞  

加 算  単 位  利 用 料  算 定 要 件  

初 回 加 算  300  3,000 円  新 規 に 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 を 作 成 し 、

サ ー ビ ス を 提 供 し た 場 合  

委 託 連 携 加 算  300  3,000 円  地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー が 居 宅 介 護 支 援 事

業 所 に 委 託 す る 際 の 情 報 提 供 、 計 画 の 作

成 等 に 協 力 し た 場 合 、 委 託 開 始 月 に 限 り

1 人 に つ き 1 回 を 限 度 と す る  

 

５  苦 情 の 受 付  

 (1) 当 事 業 所 の 相 談 窓 口  

   当 事 業 所 に 対 す る 苦 情 や 相 談 は 、 以 下 の 専 用 窓 口 で 電 話 等 に よ り 受

け 付 け ま す 。  

   受 付 時 間 は 、 8 時 30 分 ～ 17 時 15 分 と な っ て い ま す 。  

当 事 業 所  

相 談 窓 口  

支 援 セ ン タ ー か み じ 荘  

担 当 者   庄 司  優 花  

電 話 番 号  0235-62-2026  

  

(2)行 政 機 関 そ の 他 の 苦 情 受 付 機 関  

鶴 岡 市 長 寿 介 護 課  
所 在 地   鶴 岡 市 馬 場 町 ９ 番 ２ ５ 号  

電 話 番 号  0235-35-1289  

山 形 県 国 民 健 康 保 険  

団 体 連 合 会  

所 在 地  寒 河 江 市 大 字 寒 河 江 字 久 保 6 番 地  

電 話 番 号  0237-87-8000（ 代 表 ）  

山 形 県 社 会 福 祉 協 議 会  

山 形 県 福 祉 サ ー ビ ス  

運 営 適 正 化 委 員 会  

所 在 地  山 形 市 小 白 川 町 2 丁 目 3 番 31 号  

電 話 番 号  023-626-1755  

 

６  人 権 擁 護  

  当 事 業 所 は 、 利 用 者 の 人 権 擁 護 等 の た め 、 次 の 措 置 を 講 じ ま す 。  

①  介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 の 作 成 な ど 適 切 な 支 援 を 実 施 し ま す 。  

②  職 員 が 利 用 者 等 の 権 利 擁 護 に 取 り 組 む 環 境 整 備 に 努 め ま す 。  

③  苦 情 解 決 体 制 を 整 備 し ま す 。  

④  研 修 等 を 通 じ て 、 人 権 擁 護 等 に 係 る 職 員 の 意 識 や 知 識 等 の 向 上

に 努 め ま す 。  



 

７  身 体 拘 束 等 の 適 正 化 の た め の 措 置  

 (1) 職 員 は 、 利 用 者 の 生 命 又 は 身 体 を 保 護 す る た め 、 緊 急 や む を 得 な い

場 合 を 除 き 、 身 体 拘 束 等 を 行 い ま せ ん 。  

 (2)  身 体 拘 束 等 を 行 う 場 合 に は 、 そ の 態 様 及 び 時 間 、 そ の 際 の 利 用 者

の 心 身 の 状 況 並 び に 緊 急 や む を 得 な い 理 由 を 記 録 し ま す 。  

 

８  虐 待 防 止 の た め の 措 置  

 (1) 職 員 は 、 利 用 者 に 対 し て 虐 待 を し ま せ ん 。  

 (2) 事 業 者 は 、 利 用 者 の 虐 待 の 発 生 又 は そ の 再 発 を 防 止 す る た め 、 次 の

措 置 を 講 じ ま す 。  

①  虐 待 防 止 の た め の 対 策 を 検 討 す る 委 員 会 を 定 期 的 に 開 催 す る と

と も に 、 そ の 結 果 の 職 員 へ の 周 知 を 徹 底 し ま す 。  

②  職 員 に 対 し 、 虐 待 防 止 の た め の 研 修 を 定 期 的 に 実 施 し ま す 。  

③  前 ２ 号 に 掲 げ る 措 置 を 適 正 に 実 施 す る た め の 担 当 者 を 配 置 し ま

す 。  

 (3)前 項 の 措 置 の 実 施 に あ た り 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め ま す 。  

 

９  衛 生 管 理 等  

 (1) 事 業 所 は 、 職 員 の 清 潔 の 保 持 、 健 康 状 態 の 管 理 、 事 業 所 の 環 境 整 備

等 、 衛 生 管 理 に 努 め ま す 。  

 (2) 事 業 所 は 、 感 染 症 や 食 中 毒 等 の 発 生 、 ま ん 延 防 止 の た め に 、 次 の 措

置 を 講 じ ま す 。  

①  感 染 症 等 の 予 防 及 び ま ん 延 防 止 の た め の 対 策 を 検 討 す る 委 員 会

を 定 期 的 に 開 催 す る と と も に 、 そ の 結 果 の 職 員 へ の 周 知 を 徹 底

し ま す 。  

②  感 染 症 等 の 予 防 及 び ま ん 延 防 止 の た め の 指 針 を 整 備 し ま す 。  

③  職 員 に 対 し 、 感 染 症 等 の 予 防 及 び ま ん 延 防 止 の た め の 研 修 や 訓

練 を 定 期 的 に 実 施 し ま す 。  

 

１ ０  ハ ラ ス メ ン ト 対 策  

 (1) 事 業 所 は 、 適 正 な サ ー ビ ス の 提 供 を 確 保 す る 観 点 か ら 、 事 業 所 内 に

お い て 行 わ れ る 性 的 な 言 動 又 は 優 越 的 な 関 係 を 背 景 と し た 言 動 で あ

っ て 、 業 務 上 必 要 か つ 相 当 な 範 囲 を 超 え た も の に よ り 職 員 の 就 業 環

境 が 害 さ れ る こ と を 防 止 す る た め の 方 針 の 明 確 化 等 、 必 要 な 措 置 を



講 じ ま す 。  

 (2) 利 用 者 又 は そ の 家 族 に よ る 職 員 へ の 身 体 的 暴 力 、 精 神 的 暴 力 や セ ク

シ ャ ル ハ ラ ス メ ン ト が あ っ た 場 合 、 事 業 所 が 利 用 者 へ サ ー ビ ス を 提

供 す る こ と が で き な く な り 、 契 約 の 解 除 等 を 行 う 場 合 が あ る こ と に

つ い て 利 用 者 及 び そ の 家 族 に 説 明 す る と と も に 、 対 応 方 針 の 整 備 等 、

必 要 な 措 置 を 講 じ ま す 。  

 

１ １  業 務 継 続 計 画 （ BCP）  

 (1) 事 業 所 は 、 感 染 症 や 自 然 災 害 の 発 生 時 に お い て 、 利 用 者 に 対 す る サ

ー ビ ス の 提 供 を 継 続 的 に 実 施 す る た め 等 の 計 画 （ 以 下 「 業 務 継 続 計

画 」 と い う 。 ） を 策 定 し 、 当 該 業 務 継 続 計 画 に 従 い 必 要 な 措 置 を 講

じ ま す 。  

 (2)事 業 所 は 、 職 員 に 対 し 、 業 務 継 続 計 画 の 周 知 を 徹 底 す る と と も に 、

必 要 な 研 修 や 訓 練 を 定 期 的 に 実 施 し ま す 。  

 (3)事 業 所 は 、 定 期 的 に 業 務 継 続 計 画 の 見 直 し を 行 い 、 必 要 に 応 じ て 業

務 継 続 計 画 を 変 更 し ま す 。  

 

【 説 明 確 認 欄 】  

令 和    年   月   日  

 

 介 護 予 防 支 援 及 び 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト に か か る 契 約 の 締 結 に あ た

り ， 上 記 の と お り 重 要 事 項 を 説 明 し ま し た 。  

 

   事 業 所    事 業 所 名  支 援 セ ン タ ー か み じ 荘  

         （ 指 定 登 録 番 号 ） 0673000048  

 

         説 明 者  介 護 支 援 専 門 員              

 

 介 護 予 防 支 援 及 び 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト に 係 る 契 約 の 締 結 に あ た り ，

上 記 の と お り 説 明 を 受 け ま し た 。  

 

   利 用 者    氏 名                                          

 

   代 理 人 又 は 立 会 人  

         氏 名                       


